
令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内に住所を有する者が行う住宅用自家消費型太陽光発電設備及び蓄

電池の導入に関する事業に要する経費について、当該年度の予算の範囲内において、令和

８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金を交付することに

より、再生可能エネルギーの導入促進を図り、もって本市における家庭部門からの温室効

果ガス排出量の削減に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 国交付要綱 

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付

要綱（令和７年１０月１４日環地域事発第２５１０１４１号）をいう。 

（２） 国実施要領 

国交付要綱第３条に掲げる事業に関して必要な細目等を定めた地域脱炭素移行・再

エネ推進交付金実施要領（令和７年１０月１４日環地域事発第２５１０１４１号）を

いう。 

（３） 太陽光発電設備 

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備をいう。 

（４） 蓄電池 

充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池（二次電池）を

いう。 

（５） 住宅 

自己の居住の用に供する戸建ての家屋（借家等を除く。）をいう。 

 

（補助対象経費、補助金の額等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、自家消費型太陽

光発電設備又は蓄電池（以下「補助対象設備」という。）の設置を行う事業であって、同

表に定める補助対象要件の全てを満たすものとする。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表のとおりとする。 

３ 補助金の交付は、自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池について、それぞれ 1 基までと

する。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

 （１） 補助金の交付の申請時点において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

に基づき、青森市の住民基本台帳に記録されており、かつ、居住していること。 

 （２） 補助金の交付の申請日までに納期限が到来した市税に未納の額がないこと。 

 （３） 本人及び本人と同一世帯に属する者（以下「本人等」という。）が、この補助金

の交付の決定を受けていないこと。 

 （４） 本人等が、この補助金の交付の申請に係る補助対象設備について、この補助金以



外に、国の補助金又は他の地方公共団体、団体及び企業等が実施する国費が充当さ

れている補助金等の交付を受けていない又は交付を受ける予定がないこと。 

 （５） 本人等が、青森市暴力団排除条例（平成２３年青森市条例第３３号）第２条第２

号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でない

こと。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、補助金の目的に照らして適当でないと市長が認めた

者でないこと。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、令和８年 

１２月２８日までに、令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業

費交付申請書に、別表に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書類の提出は、電子申請によるものとする。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において補助金の交付を決定したときは、令和８年度青森市住宅用

自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付決定通知書により、当該補助申請

者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、令

和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金不交付決定通知

書により、当該補助申請者に通知するものとする。 

 

（補助事業の着手） 

第７条 補助対象者は、前条第２項の規定による通知の日以後でなければ、補助事業に係る

契約の締結又は工事の着工をすることができない。 

２ 前条第２項の規定による通知前において、早期に事業着手しなければならないやむを得

ない理由がある場合は、あらかじめ令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等

導入支援事業費補助金事前着手届を市長に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げの期日） 

第８条 青森市補助金等の交付に関する規則（平成１７年青森市規則第６２号。以下「規

則」という。）第６条第１項に規定する市長が定める期日は、補助金の交付の決定を受け

た日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

 （事業内容の変更及び廃止） 

第９条 補助金の交付の決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、補助事

業の内容を変更しようとする場合は、速やかに令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光

発電設備等導入支援事業費補助金に係る事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を

得なければならない。 

２ 補助事業者が、補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、速や

かに令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金に係る事

業中止（廃止）承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を令和



８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金変更承認（不承

認）通知書により補助事業者に通知するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を令和

８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金事業中止承認（不

承認）通知書により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して３０日以内又は令和９年１月

２９日のいずれか早い期日に令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支

援事業費補助金完了実績報告書に、別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条に規定する報告書等の提出を受けたときは、当該実績報告書等の書

類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、令和

８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金交付額確定通知書

により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 補助事業を完了した補助事業者は、令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発

電設備等導入支援事業費補助金請求書により市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消等） 

第１３条 市長は、補助対象者が次に掲げる要件に該当したときは、補助金等の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことがある。 

（１）  偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）  第４条第２項に該当したとき。 

（３）  国交付要綱、国実施要領及びこの要綱に違反したとき。 

２ 市長は、前項の取消を行った場合において、既に当該取消に係る部分に関し補助金が交

付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利１０． ９５

パーセントの割合で計算した延滞金又は加算金を徴するものとする。 

 

 （代理申請者） 

第１４条 補助申請者及び補助事業者は、第５条及び第９条の規定による申請並びに第１０

条の規定による実績報告書の提出について、補助対象設備を販売・施工する者（以下「代

理申請者」という。）に対してこれらの手続の代行を依頼することができる。 

２ 補助対象者は、代理申請者に手続の代行を依頼する場合は、令和８年度青森市住宅用自

家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金委任状を市長に提出しなければならない。 

３ 代理申請者は、前項の規定により依頼された手続を、誠意をもって実施するものとし、

手続の代行を通じて知り得た補助申請者及び補助事業者に関する情報は、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）の定めに従って取り扱うものとする。 

 



４ 市長は、代理申請者が偽りその他不正の手段より第１項の手続を行った疑いのある場合

は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該代理申請者の名称及

び不正の内容を公表し、手続の代行を認めないこととする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第１５条 規則第５条の規定による条件は、次に掲げる事項とする。 

（１）  補助対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理し、当該補助対象設備を設置

した住宅において使用すること。 

（２）  補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかに

する書類、帳簿等を備え付け、これらを令和９年４月１日から５年間（規則第１８

条に規定する財産がある場合には、第１６条第１項に規定する期間）を保管してお

くこと。 

（３）  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって

管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければなら

ない。 

（４）  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳その他

関係書類を第１６条第１項に規定する期間整備保管すること。 

 

 （財産の処分の制限等） 

第１６条 規則第１８条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過

するまでの期間とし、同条第３号の規定により処分の制限を受けるものは、補助対象設備

とする。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得した財産（以下「財産」という。）を耐用年数の期

間内に処分する場合、あらかじめ令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導

入支援事業費補助金財産処分承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければな

らない。 

３ 補助事業者は、前項の規定により承認を受けた場合において、財産の処分による収入が

あった場合には、当該補助金の全部又は一部を返還させることがある。 

 

 （利用状況の報告） 

第１７条 補助対象者は、太陽光発電設備の利用状況（発電電力量、自家消費率及び売電

量）について、１２か月分を市長に令和８年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等

導入支援事業費太陽光発電自家消費率報告書で提出しなければならない。 

 

 （暴力団排除等に関する誓約及び同意）  

第１８条 補助対象者は、別紙「暴力団排除等に関する誓約及び同意事項」について補助金

の交付の申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したもの

とする。 

 

 （協力の要請） 

第１９条 市長は、補助事業者に対して、補助対象設備の使用等に関する調査等への協力を

求めることができる。 

 （様式） 

第２０条 この要綱に規定する書類の様式は、別に定める。 



 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、規則に定めるところに

よる。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

（実施期日） 

 この要綱は、令和８年６月１日から実施する。 



別紙 

 

暴力団排除等に関する誓約及び同意事項 

 

補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、

下記の内容について誓約及び同意いたします。この誓約及び同意が虚偽であり、又はこの誓

約及び同意に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立て

ません。 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）、又は組合等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）では

ありません。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていません。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していません。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有していません。 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。）第２

条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる中小企業者、風営法第３条第１項

の風俗営業の許可を受けているもののうち、公序良俗に反するなど社会的批判を受ける

おそれのあるものに該当しません。 

（６）住民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納はありません。 

（７）本補助金の申請内容全てに虚偽はありません。また、過去に補助金等の不正使用等事

案がありません。 

（８）同一内容で国・県・市町村等から助成を受けていません。 

（９）補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金の受給者立ち合いのもと事業に

係る取引先（委託先、外注（請負）先以降を含む）や補助金の受給者に対し現地調査等

を実施することに同意します。 

（１０）指導・助言を行う専門家等に対し、ヒアリングや現地調査を行うことがあることに

同意します。 

 



別表（第３条・第５条・第１０条関係） 

１ 補助対象設備（自家消費型太陽光発電設備） 

補助対象要件 （１） 新品であること。 

（２） 商用化され、導入実績があるものであること。 

（３） 市内に本店又は支店を有する店舗又は事業所において購入す

るもの（インターネット販売で購入するものを除く。以下同

じ。）であること。 

（４） 令和９年１月２９日までに設置及び代金の支払いを完了する

こと。 

（５） 市内の自らが所有し居住する又は自らが所有し居住しようと

する住宅の屋根に設置する太陽光発電設備であること（ＰＰ

Ａ・リースにより導入されるものを除く。）。 

（６） 国実施要領別紙２の２ア（ア）の表に掲げる交付要件を満た

すこと。 

（７） 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 

（８） 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した

温室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジット制度への登

録を行わないこと。 

補助対象経費 自家消費型太陽光発電設備の導入に要する経費のうち国実施要領別

表第１に掲げる費目 

補助金の額  補助対象出力（太陽光電池モジュールの公称最大出力の合計値又は

パワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の値

（ｋＷ表示における小数点以下の端数は切り捨て）をいう。）に 

１ｋＷ当たり５万円を乗じて得た額と２５万円のいずれか低い額以内

の額（補助対象経費の額が、補助対象出力に１ｋＷ当たり５万円を乗

じて得た額に満たない場合は、補助対象経費の実支出額（１，０００

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）） 

交付申請書の添

付書類 

（１） 交付申請書別紙（事業計画） 

（２） 設備容量等が分かる書類（仕様書） 

（３） 設置費用の根拠となる書類（見積書） 

（４） 発電量及び自家消費量に係る根拠書類（シミュレーション

等） 

実績報告書の添

付書類 

（１） 施工前後の写真 

（２） 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類 

（３） 工事費用の支払いを確認できる書類 

（４） 財産管理台帳 



２ 補助対象設備（蓄電池） 

補助対象要件 （１） 新品であること。 

（２） 商用化され、導入実績があるものであること。 

（３） 市内に本店又は支店を有する店舗又は事業所において購入する

ものであること。 

（４） 令和９年１月２９日までに設置及び代金の支払いを完了するこ

と。 

（５） 市内の自らが所有し居住する又は自らが所有し居住しようとす

る住宅の屋根に新たに設置する太陽光発電設備の付帯設備として

設置する蓄電池であること（ＰＰＡ・リースにより導入されるも

のを除く。）。 

（６） 国実施要領別紙２の２ア（イ）の表に掲げる交付要件（複数者

からの見積の取得又は販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄

電システムの調達可否の確認等を行った者にあっては、ｄに掲げ

る交付要件を除く。）を満たすこと。 

（７） 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温

室効果ガス排出削減効果についてＪ－クレジット制度への登録を

行わないこと。 

補助対象経費 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備であって、住宅に設置される蓄

電池（２０ｋＷｈ未満）の導入に要する経費のうち国実施要領別表第１

に掲げる費目 

補助金の額 ３５万円又は補助対象経費の実支出額の３分の１に相当する額 

（１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）

のいずれか低い額以内の額とする。ただし、補助対象経費の単価が 

１ｋＷｈあたり１４.１万円を超える場合は、蓄電容量（単電池の定格容

量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池

部の容量（ｋＷｈ表示における小数第２位以下は切り捨て）をいう。）

に１４.１万円/ｋＷｈを乗じた額の３分の１を上限とする。 

交付申請書の添

付書類 

（１） 交付申請書・別紙 

（２） 設備容量等が分かる書類(仕様書) 

（３） 設置費用の根拠となる書類（見積書） 

実績報告書の添

付書類 

（１） 施工前後の写真 

（２） 補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類 

（３） 工事費用の支払いを確認できる書類 

（４） 財産管理台帳 

 


